
全建事発第    2号 

平成 22年  4月 8日 

 

 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

 

社団法人 全国建設業協会 

会 長  淺 沼 健 一 

〔公 印 省 略〕 

 

 

低炭素型建設機械の認定に関する規程の周知について 

 

 

 環境問題として昨今、世間の関心の高い二酸化炭素（CO2）等の温室効果ガスの発生

抑制対策のため、これまで国土交通省では「CO2 排出低減に資する低燃費型建設機械の

指定に関する規程」を定めています。 

 このたび、新たにハイブリッド機構を備えることにより CO2排出量低減が相当程度図

られた建設機械（低炭素型建設機械）の普及を目的として、「低炭素型建設機械の認定

に関する規程」を定めました。この規程に基づき国土交通省が認定した建設機械を取得

する際の融資制度が開始されます。 

つきましては、低炭素型建設機械の普及を図るため、貴会所属会員に対し、周知方お

願い申し上げます。 

なお、当規程の策定に伴い「CO2 排出低減に資する低燃費型建設機械の指定に関する

規程」は廃止されます。 

 

以 上 


















